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学校教育目標 社会に貢献しながら、 

自立する生徒の育成 
～気づき、考え、実行する～ 

 

                                校訓 「 和 の 心 」 

                                      指導重点 
                                      ① 居心地がよく、やる気のある 
                                               学級集団・学校づくり 
                                      ② 確かな学力の育成 
                                      ③ 健やかな身体の育成 
                                      ④ 豊かな心の育成 
                                      ⑤ 生徒の良さを伸ばし、課題を 
                                         解決するための「連携・協働」を推進する 

 

中学生は“まだ子供？” 

“もう大人？” 
 中学生のこの時期は，“大人”へと心身ともに大きく

成長する時期ですが，まだまだ“子ども”でいたいと思

うこともあります。生徒は，

ある時は“大人”のように，

ある時は“子ども”のように

振る舞い，生活しています。 

 そして，様々なことで悩み

ながらも“自分らしさ（アイ

デンティティ）”を探し求め

ていきます。友達とのつきあ

い方，家庭のこと，中学卒業

後の進路，日々の勉強，自身

のこと等々，悩みは尽きませんし，悩みの程度も，人そ

れぞれでしょう。 

 今回の学校だよりでは，そんな生徒たちを支える，本

校の相談体制を取り上げます。 

１ 毎日の生活ノート（Foresight
フォーサイト

）の活用 

 生徒は，Foresightを活用して「１日の振り返り」や

家庭学習の計画を立てます。悩みや心配ごと，困ったこ

と等がある場合，「顔マーク」にチェックを入れます。 

 

 

 

 

 先生方は，これをＳＯＳのサインとして捉え，学年担

当職員が声かけを行います。これは，生徒会役員が“い

じめ等の早期発見に活かして欲しい”という要望で実

現したものだと聞いています。 

２ 「きずなの日」…全校生徒「相談の日」の設定 

 山梨県教育委員会では，教職員が「子供と向き合う時

間の確保」として，「きずなの日（毎月２回，年間２０

回以上）」を設けて取り組むことを推進しています。 

 本校では，この日を全校生徒「相談の日」と位置づけ

て活用しています。校長や教頭の管理職にも相談して

くる生徒もいます。相談内容は様々です。 

３ スクールカウンセラー（ＳＣ）の活用 

 本校では，年間７４時間，月２回程度，ＳＣが勤務し

ています。ＳＣは，学校教育法施行規則により，その職

務が規定され「…（生徒の）心理に関する支援に従事す

る」とあります。「公認心理士」等の資格を持つ心理分

野の専門家です。生徒の相談の他，保護者及び教職員に

対する相談，教職員等への研修，事件・事故等の緊急対

応における生徒の心のケア等，その業務は多岐にわた

り，大きな役割を果たしています。 

４ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の活用 

 ＳＳＷについても，学校教育法施行規則により，その

職務が規定され「…（生徒の）福祉に関する支援に従事

する」とあります。「社会福祉士」や「精神保健福祉士」

等の資格をもつ福祉分野の専門家です。ただし，すべて

の学校に配置されているわけではなく，富士・東部地域

での配置となっています。 

 「福祉」とは“すべての人が幸せに生活するための取

り組み”のことです。ＳＳＷは，その環境を整える役割

を果たしています。 

５ ＷＥＢＱＵの活用 

 年３回，ＷＥＢＱＵを行い，生徒の人間関係や学級の

雰囲気を把握しています。 

 また，外部の専門家（ＱＵを開発した早稲田大学の河

村研究室の先生）に，年に数回，来校していただき，生

徒のアセスメント（見立て）の研修を行っています。 

６ 日常の観察，面接，そして共有 

 複数の教職員で，観察，面接を行い，週１回代表者会

議で，情報を共有して，組織的に対応しています。朝の

打ち合わせ等でも情報共有を行う場合もあります。Ｗ

ＥＢＱＵと合わせて，支援に役立てます。 

７ 関係諸機関との連携 

 学校だけでは，判断がつかないことや対応が難しい

場合，関係諸機関（村教委，村住民健康課，学校医，児

童相談所，富士・東部教育事務所，県総合教育センター

等）と連携できる体制を整えています。 

８ 様々な相談機関の活用 ～２４時間・３６５日～ 

 厚生労働省では，悩みを抱えている人の事情や年代

等に合わせて，電話相談，ＳＮＳ相談の窓口を紹介して

います。詳しくは，ホームページをご覧になってくださ

い。どうぞ，気軽に相談してみてください。 


